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1.は じ め に

特許制度 は15世 紀のベ ネチア特許法 に始 まる とされる。特 許制度 とは新規 性お よ

び進歩性 を併 せ もつ 産業上有益 な発 明 に対 して、国が独 占権 を与 える制度で ある。

特 許制度の 目的 は、新技術 の発 明者の権益 を保護 し、発明者が技術 開発 に要 した資

金 の回収 を保証す る と共 に、発 明を奨励 し、技術 開発 の促 進 とその公 開に よって広

く社会全体 の利益 としようとする ところにあ る。特許 の対象 は、当初 は具体的 な構

築物 その ものに限 られ たが、蒸気機関 とい うよ うな一般的構 造 に対 して、 さらに一

般 にモノの製造方法 に対 して、 コンピュー タ ・ソフ トウェアに対 して と、批判 を受

けつつ も徐 々にその範囲 を広 げて きている。 コ ンピュー タ ・ソフ トウェアに対 して

は、記憶装置 な どの媒体 を介在 させ てモ ノの特 許 との整合性 を とろ うと している。

と くに近年 、 ビジネスの方法 いわゆる ビジネスモデルに まで特 許対象 の範 囲を広 げ

るに至 った(た とえば、特許一般 は[1]、 ビジネスモデル特許 は[2]に 詳 しい)。

特 許に まつ まる紛争 は、大 きな よ く知 られた ものか ら小 さな もの まで枚挙 にい と

まがない(た とえば[3]に 報告があ る)。筆 者がある企業 の設計 部 に勤務 した ころ

の体験 を述べ よ う。筆者の面倒 をよ く見て くれていた先輩が担当 した設計が 出図後 、

上 司のチ ェ ック段 階で競 合他社 の特許 に抵触 す ることが判 明 し、設計条件 を緩和 し

た上で一か ら再設計 を命ぜ られる とい う出来事 を目の当た りに した。仕事 には納期

があ り、その設計 完了 を待 っていた工場の人 たちが大勢 いたわけであ る し、設計条

件 を緩和す る ことは コス トア ップに もつ なが った。社会的 には小 さな出来事 ではあ

ろうが当事者 たちは大変 な思 い を した。 この ような意味 で、特許 を始 め とす る知的

財 産権 の問題 には、 ビジネス リス クが 内在 してい る。
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と くに、 ハ ー ドウ ェア の基 盤 を伴 わ ない ビジ ネ スの 方 法 に特 許 を付 与 す る こ とに

関 して は根 強 い 反 対 論 が あ る(た とえ ば[4])。 そ の主 張 を紹 介 しよ う。 第 一 に 、

ビ ジネス の 方 法 自体 の考 案 に は ほ とん ど資 金 を必 要 と しない 。 そ の意 味 で考 案 者 の

保 護 の必 要性 は ない。 思 い つ い た ビ ジ ネス方 法 が 特 許 と して登 録 され る結 果 、 と く

にそ の特 許 が大 きな網 を特 定 分野 にか ぶせ る よ うな場 合 、 同様 な ビジ ネ ス方 法 を他

企 業 が採 用 で きな くな る。 これ は社 会 的 に も有 害 で あ る。 第二 に 、知 的 財 産権 を国

の 生 産 力 と見 な す米 国 の 一 方 的戦 略 に始 ま った もの で 、 産 業 の発 展 に結 び つ か ず 、

本 来 の主 旨 に反 してい る との見 解 で あ る。 しか しなが ら、 この よ うな反対 論 に もか

か わ らず 、現 実 問 題 と して ビ ジ ネス の方 法 に特 許 が付 与 され 、制 度 と してす で に歩

き始 め てい る現 状 で あ る。

米 国 で は 、 ビジ ネス モ デ ル特 許 の範 囲 を広 め に と り、経 験 を積 み 重 ね つ つ特 許 の

対 象 と して容 認 で きる ビ ジ ネスモ デ ル の範 囲 を経 験 的 に定 着 させ よ う とす る方 向 に

あ る よ うで あ る。 これ に対 して 日本 国特 許庁 は、上 記 の ビジ ネス の 方法 へ 特 許 を与

え る こ とへ の批 判 に対 応 す る意 味 合 い もあ ろ うか 、 ビ ジネス モ デ ル特 許 は ソ フ トウ

エ ア特 許 の 一 部 で あ る との立 場 にあ る。 す なわ ち 、具 体 的 に は、 ビジネ ス の方 法 だ

け で な く、 そ の方 法 と何 らか の情 報処 理 用 の装 置 も し くは プ ロ グ ラム との結 びつ き

を明示 す る こ とが 求 め られ る。

ビジ ネ スモ デル 特 許 は、e一コマ ー ス な どの イ ン ター ネ ッ ト関連 技術 に基 盤 を置 い

た新 しい ビ ジ ネス の方 法 で あ る との 印象 が 強 い。 しか し、 筆 者 の専 門 とす る生 産 の

計 画 と管 理 、 あ る い は ロジス テ ィクス の分 野 にお い て も膨 大 な ビ ジネ ス モ デ ル特 許

の 申請 と登録 が行 わ れ て い る。 この報 告 で は 、 イ ン ター ネ ッ ト関連 の ビ ジネ スモ デ

ル特 許 とは異 な り、詳 し く取 り上 げ られ る こ との少 なか った と くに トヨ タ生 産 方 式

関 連 特 許 を通 じて 、 ビジ ネス モ デ ル特 許 の現 状 と、 ビジ ネス リス クの文 脈 か らの問

題 点 につ い て検 討 した い 。

2.ト ヨ タ生 産 方 式 と ビジ ネ ス モ デ ル 特 許

トヨ タ生 産 方 式(た とえ ば[5]に 詳 しい)は 、 トヨ タ 自動 車 で 開発 され た ジ ャ

ス ト ・イ ン ・タイ ム理 念(「 必 要 な もの を必 要 な ときに必 要 な だけ」)に 基 づ く生 産

シ ステ ム の こ とで あ る。 ヘ ン リー ・フ ォー ドのベ ル トコ ンベ ヤ に よる生 産 革新 に匹

敵 す る もの と評 価 され て い る。 トヨ タ生 産 方 式 は、 か んば ん 方式 で部 品供 給 を受 け

る多 品種 混合 ライ ンを特 徴 とす る 。従 業 員 に よる絶 え間 ない改 善 活 動 に よっ て ム ダ
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を削 減 し、生 産 性 を向 上 して い く しか けが シス テ ム に組 み込 まれ てい る。 た だ し、

実現 の た め に は厳 しい前 提 条件 が あ り、 総 生 産量 は もち ろ んの こ と品種 につ い て ま

で の量 お よび質 の両 面 か らの厳 しい平 準 化 が 要 求 され る。 この 平準 化 は最 終 製 品 レ

ベ ルの み な らず 、部 品 の 消 費 につ い て も求 め られ る。 導 入 に成功 す れ ば 、在 庫 を実

際 上必 要最 小 限 まで削 減 で きる こ とか ら、 多 くの企 業 が生 産 シス テ ム革新 の ため に

導 入 を図 って い る。

この トヨ タ生 産方 式 は、 日本発 の世 界 的 な ビジ ネス モ デ ル の代 表例 の一 つ で あ ろ

う。 トヨタ 自動 車 は 、1980年 代 半 ば よ り トヨ タ生 産 方式 を構1成す る し くみ の部 分 ご

とに ビジ ネス モ デ ル特 許 の 申請 を始 め て い る。 その後 、1990年 代 半 ば以 降 審査 請 求

が 始 まっ てい る。今 日 まで トヨ タ 自動 車 が 申請 した ビジ ネス モ デ ルが らみ の特 許 は

数 多 い。 トヨ タ生 産方 式 に限 っ て も数百 件 に昇 っ てい る と思 わ れ る。 トヨタ生 産 方

式 そ の もので は、 コ ン ピュ ー タの利 用 は強調 されず に、現 場 の改 善 が 最 優 先事 項 と

され るの で あ るが 、 日本 国特 許 庁 の ビジ ネス モ デ ル特 許 に対 す る見 方(ソ フ トウ ェ

ア特 許 の 一 部 と して の観 点)に したが って 、 申請 に は コ ン ピュー タの利 用 が組 み込

まれ て い る。 生 産 方式 に関す る特 許 申請 は 、本 田 、 日産 両 社 か ら も申請 され て い る

が 、 質量 共 に トヨ タ 自動 車 の 出願 が 群 を抜 い て い る現 状 で あ る。

以下 は トヨ タ生 産 方式 の構 成 要 素 で あ る、 混合 ライ ン生 産 、 カ ンバ ン方 式 、順 序

引 き、生 産 座 席 予 約 方式 な どの具 体 的 な特 許 を取 り上 げ、 前 述 の 問題 点 な どを確 認

して み た い。

3.混 合 ラ イ ン生 産

ベル トコンベヤ による自動車 の組立 を創始 したのは フォー ドであ るが、一本 のコ

ンベヤ ライ ンに複数 の車種 を混ぜ て組 み立 て る方式 を始 め たの はGMと され る。 自

動 車、家電 な どの機械組立工業 において混合 ライ ン生産は、日常的 に行 われている。

したが って、混合 ライ ン生産は情報 システム と組み合 わせ て も、その ままの形で は

新規性が乏 しく特 許の対象 とはな り得 ない。

混合 ライ ン生産方式の計 画では、車種の投 入順序 がポ イン トとなる。異 なる車種

が同 じラインに投入 されるため、特定 の作業者か ら見 て、長 い作 業時間 を要す る車

種 と比較 的短 く済 む車種 が流れて くる ことになる。長 い作業時間 を要す る車種が連

続すれ ば、当該作業者 は割 り当て られた作業 を完了する まで に長い時間 を要す るこ

ととな り、当該作業・者の作業領域 を長 く取 る必要が出て くる。 この場合 、生産 ライ
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ンが長大 になる と共 に、 ライン上 に投 入 された車 の台数が多 くな り、効率 が低下す

る。反面、短い車種が連続 すれば当該作業者 の手待 ちが発生 し、効率 の低下 を招 く。

この ため に、混合 ライン生産で は、 ライ ン上 の一 人一人の作 業者が必要 とす る作業

領域の長 さの最大値 を最小 にす るように車種 の投入順序 を計 画する必要が ある とさ

れ る。 これが古典的 な投入順序決定の際の制約条件 である。

トヨタ生 産方式 を実施す る場合 には、上記 の最大値 の最小化 に加 えて、各作 業者

が組み付 ける部 品の消費速度 を平準化 する必要が 出て くる。ある時間帯 に特 定の部

品の組み付 けが集 中す る ようであれば、 トヨタ生産方式 は成立 しない。 ライ ンに供

給 され る主 要部 品の全 てについて、消費が特定 の時間帯 に集 中 しない ように車種 の

投 入順序 を決定す る必要があ る。 これが、 トヨタ生産方式 に必要 となる新 たな条件

であ る。

トヨタの混合 ライ ン生産のユ ニー クさは、品種 の投 入順序 を部 品の消費速度 の平

準 化 を も評価 尺度 に して決 め る ところ にある。 この視 点か ら、特 許番号2596050

「混合 生産 ライ ンの生産計画立案方法」 を検討 しよう。

同特 許 は1988年 に出願 され、1997年 特 許 として成立 している。 同特許 によれ ば、

先 の古典的 な制約条件 を拘束条件 、 トヨタ生産方式独特 な新 たな条件 を平準化条件

と呼 んでいる。従来 は、拘束条件 お よび平準化条件 を両方満 たす投 入順序 の計画 が

実質 的に不可能であ ったため、平準化条件 を満たす投 入順序 をとっていた と指摘 し

て、拘束条件 お よび平準化条件 を両立 させ る投 入順序決定方法 を特許 としている。

平準化条件 を組み込 んだ混合 ライ ン生産の投入順序付 けについ ては トヨタのオ リ

ジナルであ るので、広 い特許 の請求 を行 って も トヨタに倫理的 な責めはない と思 わ

れる。 しか しなが ら、その ような一般的内容 が特許 と して認め られれば、大 きな同

様 な生産形態 を取 る他社 に対 して技術情 報が開示 されるメ リッ トを打 ち消す ことと

な り、産業 に とってマイナス効果 を もつ もの と考 え られる。当該特 許の 「特許請求

の範 囲」記載 された内容 は、一般的であ るため にこれに類似 す る方 法が本特許 に抵

触す る と判定 されるな らば問題があ るであろ う。 また、 トヨタの混合 ラインの一般

的計画方法その ものは、専 門家 には広 く知 られた状態 にあ るため、特許 の性格 に反

す る もので もあるだろう。これを意識 したのか、同特 許の 「特許請求の範 囲」 には、

「自由席」 との新規性 を盛 り込 む工夫 も見 られる。これに対 して、「特許請求の範囲」

の具体性 を示 すために具体的 な計 画方法 を明記 した部分 は、筆者 には十分限定的 な

もの に思われ る。 したが って、具体 的 な計画方法 に抵触 しなければ特許権侵害 とな

らない もの ならば、同様 な生産形態 をとる企業 に対 しての技術情報 の開示 となって
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い る と考 え られ る。

4.カ ンバ ン方 式 お よ び川頁序 引 き

上 記 の 混 合 ラ イ ン生 産 に よっ て組 み 立 て られ る 自動 車 に対 す る部 品 の 供給 シス テ

ムが カ ンバ ン方式 お よび順 序 引 きで あ る。 カ ンバ ン方 式 は、 トヨ タ生 産 方式 の ジ ャ

ス ・イ ン ・タイ ム理念 を支 え る 、部 品 の 生 産指 示 方 法 で あ る。部 品が 納 め られ た通

い箱 に カ ンバ ンが ぶ ら下 げ て あ り、通 い 箱 中 の部 品が 消 費 され る とカ ンバ ンが外 さ

れ 、 これ が この部 品 の 製造 命 令 にな る。 した が って 、仕 掛 在庫 の 総量 は発 行 され た

カ ンバ ン枚 数 で抑 え られ る。 この 点 が 大 切 な と こ ろで あ る。 この よ うな し くみ を、

後工 程 補 充 方 式 とか 、 プ ル シス テム とか呼 ぶ 。

全 て の部 品 を カ ンバ ン方 式 で 管理 で きるか とい う と、 そ うで は ない 。 エ ンジ ンや

シ ー トな どの大 き く、 しか も複 数 品種 が あ る部 品 につ い て は 、 カ ンバ ン方 式 に よる

部 品供給 は現 実 的 で は な い。 エ ンジ ンの よ うな もの を複 数 品種 、 カ ンバ ンを付 け て

ラ イ ンサ イ ドに用 意 す る こ とは 、大 きなス ペ ース を必 要 と して実 際上 無 理 で あ る。

この よ うな部 品 につ い て は 、混 合 ラ イ ンへ の車 種 の投 入順 序 を当該 車 の 組 立 が着 手

され た タイ ミングで エ ン ジ ン工 程 に通知 し、 そ の投 入 順序 に合 わせ てエ ンジ ンが ラ

イ ンサ イ ドに搬 入 され る。 この よ うな部 品供 給 方 法 を順 序 引 き と呼 ん で い る。

上 記2と お りの 部 品供 給 方 式 は どち ら も実 際 に組 み立 て る段 階 で の実 需 用 に対 す

る、最 終 組 立 ラ イ ンへ の部 品供 給 で あ る。 これ らの対 象 部 品 は、繰 り返 し生 産 に馴

染 み 、在 庫 が 可 能 な カ テ ゴ リの部 品で あ る。 繰 り返 し度 が 低 く、個 別 色 の強 い 部 品

に対 して は 、別 途 組 立 日程 に合 わせ て発 注 が行 わ れ る。 これ はい わゆ る伝 統 的 な プ

ッシ ュ シス テ ムで あ る。

カ ンバ ン方 式 につ い て は、 「発 注 指 示 装 置」、 「部 品納 入 指 示 方 法 お よ び部 品 納 入

指 示装 置 」、「発 注指 示 カー ドの 管理 方 法 」な どの名 称 で 多 くの特 許 の 申請 が な され 、

総 合 的 に カバ ー され て い る。 こ こ に 「装 置 」 との 言 葉 は 、 ビ ジネ スモ デ ル特 許 が何

らかの情 報 シス テ ム の結 びつ きが 示 され な い と認 め られ ない こ とか ら情報 処 理 装 置

との 位 置 づ け で 申 請 され て い る こ と を示 す 。 こ こで は 、 そ の 中 か ら、 特 許 番 号

2794837「 部 品納 入 指 示 装 置 」 につ い て検 討 しよ う。 同特 許 は1989年 に 出願 され 、

1998年 特 許 と して成 立 して い る。

同特 許 で は 、 カ ンバ ン方 式 を部 品 情 報 発 注 方 式 、順 序 引 き を生 産 順 序 発 注 方 式

(製 品 情 報発 注方 式)、 個 別色 の強 い部 品 に対 す る発 注 方 式 を生 産計 画 発 注 方 式 と呼
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んでいる。 この特 許 は、以上 の3つ の発 注方式 を一元管理す る統合 された部 品納入

指示 システムを対 象 としている。 ね らいは、従 来独立 に存在 してい た結果 、個 々の

部 品の需要状 況 に応 じて臨機 に発注 方式 を切 り換 える ことに多 くの管理工数 を要

し、切換 を放置す る傾向 にあ ったの に対 して、3つ の発注 方式 をシステム統合 し、

切 り換 えの ための発注工数 を削減 し、各発注方式 のメ リッ トを生 かそ うとい うとこ

ろにあ る。

平準化 条件 を伴 う混合 ライ ン生産の計画 と同様 に、 カ ンバ ン方式 は トヨタ生産方

式の歴 史の中で育 まれた もので、 トヨタ自動車が カ ンバ ン方式 を一般性の高い特 許

として 申請す る ことに倫 理的 な問題 はない と思 われ る。ただ し、カ ンバ ン方式 の基

本原理 は広 く知 られた発 注点方式 である。 しか も、 ビジネスモデル特 許が 申請 され

るようになった時点で、 カ ンバ ン方式 は当該分 野で広 く知 られた状況 にあ った こと

か らであろ うか、一般性 の高 い特許 とはなってい ない。紹介 した特許 は3つ の発注

方式 を一元管理 したシステムであ り、他の特 許 も、需要変動下での カ ンバ ン枚数 の

調整 方法 な どであ る。 したが って、筆者 には、カ ンバ ン方式関連 特許 に対 しては、

ビジネスモデル特許 を認め るメ リッ トの方がその弊害 よりも大 きい と感 じられる。

5.座 席予約型生産方式

この方式 は工場 の生産計 画 を、あたか も列車や航空機の座席 の ように製 品ご との

枠 組みで準備 してお き、製品 を受 注する都度 これを埋 めてい こうとす る生産管理 方

式で ある([6]に 詳 しい)。 この方式 に よれば、工場 の能力 を受注 の時点 で直 ち に

予約 で きるため納期 回答が即座 にで きるメ リッ トがあ る。 この他 に も、部品の生 産

に要す る能力 も座席枠設定の際 に考慮済 みであ るこ とや、工場側 の生産計 画 を営業

部 門か らも見通 し易 くなるこ となど多 くのメ リッ トがある。生産計画が ブロ ック化

されて分 か り易 くなるこ ともメリッ トの一つ と思 う。 この方式 を実施 してい る工場

としては、東芝の青梅工場 が有名 である。 トヨタの関連企業 で も実施事例が報告 さ

れているが 、座席予約型生産方式 は、 トヨタ自動車 のオ リジナルでは ない と筆者 に

は思 われる。

トヨタ自動車 に よる、座席予約型生 産方式 を対 象 とした特許番号3327235「 受注

品納期管理 システム」 は注 目すべ きもの と思 う。 同特許 は1998年 に出願 され、2002

年特 許 と して成立 している。本特 許の請求の範囲 は、「稼働 日ごとに生 産可 能 な製

品数 の生産枠 を予 め割 り当ててお き、送 られて きた発注情報 に指定 された受注品 に
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対 して生 産枠 を割 り当 て、その割 り当てた生産枠 の稼働 日を納品可 能 日とす る受注

品納期 管理 システム」 を対象 に して、生産枠 デー タベースに納品希望 日などを保 存

す る機能、併せ部 品につ いての生産枠 の割 り当て を同時に受 ける機 能、納期 までに

未割 り当ての生産枠が見つか らない場合 、納期 にゆ とりのある 「製品が確保 してい

る生産枠 を、発注情報 に指定 され た受注 品のため に割 り当てる」 とい う機 能に及 ん

でいる。

この請求範囲 は筆者 には十分 に一般 的である ように思 える。発 明の実施形態 は具

体例 であって特定的 になるが。 したが って、 ビジネスモデ ル特許 において、請求範

囲 に記述 された内容が権利 の範 囲なのか、あ るいは実施形態 に記載 された具体例 に

沿 って権利 内容が規定 され るのかに よって、本特 許が座席予 約型 生産方式 を とる企

業 に与 える影響 は大 き く変 わる と考 え られ る。 もし、一般的 に解釈 され、座席予約

型生産方式概念一般 に近い形で特 許権が認 め られ るのであれば、有害である と筆者

は考 える。 しか し、 これは制度の問題点 であって、出願企業 の問題で はない ことを

改 めてお断 りしてお く。 この特許 については、 ビジネス リス クに少 なか らず係 わる

もの とい えるだろ う。

6.サ プ ラ イ チ ェ ー ン ・マ ネ ジ メ ン ト

サプ ライチ ェー ン ・マ ネジメ ン トは、直訳 す ると受給網 管理 あるいは供給連鎖管

理 とな る、情報技術 を活用 した経営手法あ るいは概念であ る。究極 的には、原材料

の入手 か ら顧客への商品の納入 までの一連のモ ノの流 れ を合理化 し、併せ て逆方 向

となる顧客 ニーズの把 握 とこの情報 を製品企画か ら原材料の入手 にまで反映 させ る

ための経営改革 をね らうものである。これ らの連鎖 は、原材料供給業者、製造業者 、

卸売業者 、小売業者 な どの複数企業 か らなる。 これ らの企業が提携 し、信頼関係 を

もって、連鎖 の統合 的改革 に臨み、得 られた利益 を最終消費者 は もちろんの こと提

携企業 間で公平 に分 配すべ きもの とされ る(た とえば[7])。 このサ プライチ ェー

ン ・マ ネジメン ト概念 の情報発信元 は米 国であるが、そ もそ もは系列企業 との連携

を重視す る トヨタ生産方式 を含 む 日本 的生産 シス テムに源流があ るとも言われる。

特許文書内で直接 の言及 は見 られ ない ものの、 トヨタ流 の混合 ライ ン生産 を実施

す る際 には、部品 を供給す る企業の協 力が欠かせ ない。 また、部 品納入方式 の切 り

換 えに際 して も、部 品供給企業 との深い結 びつ きが なければ困難 だろ う。生産座席

予約方式 で、部品供給企業 の生産能力の予 約 にまで手 を伸 ばすのな らば、協働作業
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が必須 である。

サ プライチェー ン ・マ ネジメ ン ト分野 に属 す るビジネスモ デル特 許の 申請 が今後

増 えて くる もの と思われ る。 トヨタ自動車 を筆頭 と して系列 内の最 終組立企業全10

社 の連 名で平成13年 に出願 され た特 開2002-304210「 生産工程編成 方法お よび生産

工程編成支援 装置」(公 開 中で あって審査 は未請求であ る)は 、机 上で編成 され た

生産工程 を実施 の段 階での様 子 を見 なが らよ り適正 な もの に改善 してゆ くための支

援情報 シス テムである。系列の最 終組立企業 が共 同で提 案す ること自体 に改革へ 向

けて協働 す るとの点 で特段の意味 があ るもの と思 われ る。特 許文書 ではや は り言及

が ないが 、 この工程 編成支援 シス テムが部 品供給 企業 に まで延長 され るの な らば、

メ リッ トは大 きい。今後、上記 のサプ ライチェー ン ・マ ネジメン ト概念 を具体化 し

た部 品供給企業 との共同出願 の生 産管理 ビジネスモデル特許 が一般化す る と筆者 は

予想 している。

7.お わ り に

ビジ ネス リス クの観 点 か ら ビジ ネス モ デ ル特 許 につ い て、筆 者 の専 門 で あ る生 産

管 理 シス テム 、 と くに トヨ タ生 産 方 式 を例 に取 り検 討 した。 この結 果 、 限定 的 な内

容 で あ って他 社 に大 きな リス ク を及 ぼ す よ う な こ とは ない と考 え られ る もの と、 解

釈 に よって は 一般 性 に富 んで お り他 社 に と って工 業 所有 権 上 の大 きな リス ク とな り

そ うな もの と、特 許 に よって そ れ ぞ れ異 な る こ とが 明 らか に な った。 また今後 の方

向性 につ い て もサ プ ラ イチ ェ ー ン ・マ ネ ジメ ン トの観 点 か ら検 討 した。

トヨ タ 自動 車 の ビジ ネス モ デ ル特 許 に対 す る立 場 は1「 他 社 に取 られ て は 困 る」

との 防衛 的 な もの で あ る とい う(日 経 ビジ ネ ス2000年3月20日 号 、P.28)。 しか しな

が ら、 「他 社 が権 利 を侵 害 して い な いか の 調査 や、 ライ セ ンス 契 約 の働 きか け な ど

は、 今 後 の 検 討 課 題 」(日 経 ビ ジネ ス 同号)と の 防 衛 的 な立 場 か ら、 攻 撃 的 な立 場

に変 わ らな い との保 証 は ど こ に もな い。 国内 にお い て も、特 定 企 業 の顧 客一 人 一 人

用 に特 定 の振 込 口座 番 号 を シス テ ムが 用 意 して 、実 質 的 に は当 該企 業 の講 座 に入 金

す る もの の、振 込 者 の把 握 を効 率 的 に行 うね らい の三 井 住 友 銀 行 の ビジネ ス モ デ ル

特 許 「パ ー フ ェ ク ト」 は、 ラ イセ ンス に よる収 益 を生 み 出 し始 めつ つ あ る と聞 く。

企 業 は ビジ ネス モ デ ル特 許 の動 向 に注視 し、 申請 す べ き特 許 は 自 ら申請 し、 異議

を申 し立 て るべ き他 社 特 許 に対 して は きちん と対 応 し、起 こ りうる リス クに先 手 を

打 っ てお く必 要 が あ る。 この場 合 、発 明 の名 称 が必 ず し も内容 を的確 に表 して い な
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い(た とえば、生産管理用語 に限 って も一般性の ない 申請用 の特殊用語 が使 われて

いる印象が強い)傾 向が強い と考 えられるので 、発 明の名称 だけでな くその内容 に

まで及 んだ検討が必要 となる。

本研究 は、2001年 度神 奈川大学共 同研 究奨励金 「グローバル時代 の ビジネス リス

ク研究」(神 奈川大学 国際経営研 究所)に 基づいて行 われた。
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